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≪障害者雇用納付金の取扱いについて≫（※１）

②

③ 法定雇用率を上回る場合は、

用している企業の事業主には

法定雇用率を下回る場合は、

≪改定後の法定雇用率≫

　今回の法定雇用率の変更に伴い、障害者を雇用しなければならない

民間企業の事業主の範囲が、従業員４５．５人以上から４３．５人以

上に変わります。また、その事業主には、以下の義務があります。

障害者雇用納付金制度の概要

常時労働者を１００人以上雇

　　　年３月のみ新しい法定雇用率（２．３％）で算定します。

れることとなりました。

１．

３．

２．
障害に関係なく、希望や能力に応じて、誰もが職業を通じた社会参

　　⇒令和３年２月以前については現行の法定雇用率（２．２％）、令和３

Ｋ-Report

１．改正情報

加のできる「共生社会」実現の理念の下、すべての事業主には、法定

雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります（障害者雇用率

　この法定雇用率が、令和３年３月１日から以下のように引き上げら

制度）。

事業主区分
法定雇用率

現行 令和3年3月1日以降

２．２％ ２．３％

障害者の雇用の促進と継続を図るための『障害者雇用推進者』を選任

するよう努めなければなりません。

２．５％ ２．６％

２．４％ ２．５％

毎年６月１日時点の障害者雇用状況をハローワークに報告しなければ

なりません。

②令和３年度分の障害者雇用納付金について

　（※申告期間：令和４年４月１日から同年５月１５日までの間）

　　⇒新しい法定雇用率（２．３％）で算定します。

必要。

金が支払われる。

①令和２年度分の障害者雇用納付金について

　（※申告期間：令和３年４月１日から同年５月１５日までの間）

申告とともに納付金の納付が

毎年度の納付金申告が必要。

事業主の申請に基づいて調整



■ 男女雇用機会均等法のポイント

厚生労働省令で定められる措置③

◆ 転勤経験要件を選考基準としていると認められる例

●

●

●

◆ 合理的な理由がない場合として考えられる例

●

●

■ 個人情報

転勤の経験がある者についてのみ、昇進のための試験を全部又は一部免

店、支社における勤務経験が特に必要であるとは認められず、かつ、転

ことになる。しかも、大臣が読んだ後にそのメールがどうなっているのか、

ｅｂサイト上に設置されていたことです。「議員」という立法府の役割と「

進するに当たって、本社の課長の業務を遂行する上で、異なる地域の支
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次の例を参考に対応を検討します。

臣としての地位を利用して、Ｗｅｂサイトのアクセスと、メールアドレスの

適切に破棄されたのかなどの情報は一切ない。河野太郎氏個人のＷｅｂサイ

けが見るということはあり得ず、秘書や事務所の関係者などは必ず閲覧する

トライン」に移行した。問題はこの「縦割り１１０番」河野太郎氏個人のＷ

広域にわたり展開する支店、支社がある企業において、本社の課長に昇

にメッセージを送ったわけだが、政治家個人のメールというものは、個人だ

居を伴う転勤を含む人事ローテーションを行うことが特に必要であると

は認められない場合に、転居を伴う転勤の経験があることを要件とする

場合

　労働者の昇進に当たり、転勤の経験があることを要件とする場合、

一定の役職への昇進に当たって、転勤の経験がある者のみを対象とする

が殺到して処理能力を超え、内閣府に元々あった「規制改革・行政改革ホッ

　河野太郎行革相は、自身のサイト上に設けた行政改革などのアイデアを募

る目安箱「縦割り１１０番」はわずか１日で募集を停止。４千件以上の相談

３．所長コラム

大臣」という行政府の役割、あるいは私人としての立場は分けなくてはいけ

こと

複数ある昇進の基準の中に、転勤経験要件が含まれていること

るに際し、異なる支店における勤務経験を要件とする場合

が特に必要とは認められない場合において、当該支店の管理職に昇進す

の「公私混同」と言える。

個人情報の扱いに慎重になられた方が良いですよ、大臣。

２．労務管理の基礎知識

《間接差別の禁止》

特定の支店の管理職としての職務を遂行する上で、異なる支店での経験

除すること

リストを入手したという解釈もできる訳で、問題は大きい。まさに文字通り

ない。縦割り１１０番に対してメッセージを送った方は、大臣の河野太郎氏

トに行政改革担当大臣としてのフォームを載せるのは到底ありえない話、大


